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機構提携型住宅ローン「フラット５０」 

（平成２４年４月２日現在適用中） 

１．お使いみち ・お申込人が所有し、居住される住宅の取得資金 

・お申込人が所有し、親族（本人や配偶者の親または子）が居住される住宅 

の取得資金 

※住宅新築建設資金、建売住宅・売建住宅・中古住宅（マンション）購入

資金 

２．ご融資対象住宅 ・建設費（土地取得費を含む）または購入価額が１億円以下であること 

・住宅部分の床面積が一定面積以上であること 

・住宅金融支援機構が定める「適合証明書」が発行される住宅であること 

（お客様のご負担で、検査機関による検査を受ける必要があります） 

・長期優良住宅であること 

・中古住宅の場合は、以下のいずれかに該当すること 

①借入申込日から起算して２年前以前に竣工した住宅 

②借入申込日以前に人の居住の用に供したことのある住宅 

３．ご利用いただける

方 

・申込時年齢４４歳未満、最終返済時年齢８０歳未満の方（親子リレー返済

をご利用される場合は、満４４歳以上の方もお申込みいただけます。） 

・日本国籍の方、または永住許可を受けている外国人の方 

・全ての借入金（本件含む）の年間返済額の年収に占める割合が、以下の基

準内にある方 

①年収４００万円未満        … ３０％以下 

②年収４００万円以上        … ３５％以下 

４．ご融資額 ・１００万円以上６０００万円以内（１万円単位） 

・建設費（購入価額）の６割以内（非住宅部分の工事費除く） 

５．ご融資期間 ３６年以上５０年以内 

６．ご返済方法 ・元利均等毎月返済方式 

・元金均等毎月返済方式 

※半年ごとのボーナス返済（融資金額の４０%以内）も利用可能 

７．ご融資利率 ・固定金利（新規お借入時のご融資利率は、原則として毎月見直しいたしま

す） 

・ご融資利率は、お申込時ではなく実際にお借入れいただく日のご融資利率

となります。 

８．保証人 不要です。 

９．担保 建物及び敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第１順位の抵当権を

設定させていただきます。 

10．火災保険 建物には原則、保険金額がご融資額（ただし建物時価が限度）以上の火災

保険にご加入していただきます。 

※敷地に抵当権設定ができない場合は、その保険金請求権に住宅金融支援

機構が質権を設定させていただきます。 
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11．団体信用生命保険 機構団体信用生命保険特約制度にご加入いただけます（保険料はお客様の

負担になります）。 

12．事務取扱手数料 事務取扱手数料５２，５００円（税込）が必要です。 

13．繰上返済・条件変

更に係る手数料 

不要です。 

14．その他 ・店頭でお申し出いただければ、ご返済の試算をいたします。 

・金利については窓口でお問い合わせください。 

・お申し込みに際しては、当行所定の審査をさせていただきます。審査結果

によってはご要望にそえない場合があります。 

15．当行が契約してい

る指定紛争解決

機関 

一般社団法人全国銀行協会 

連絡先  全国銀行協会相談室 

電話番号 ０５７０－０１７１０９または０３－５２５２－３７７２ 

 


